
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成３０年３月２６日 １４時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港東区 

 妻
め

鹿
が

漁港東防波堤灯台から真方位０７１°４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.４′ 東経１３４°４２.５′） 

インシデントの概要  プレジャーヨットSea
シ ー

 Tomato
ト マ ト

は、北東進中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月１９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット Sea Tomato、５トン未満（長さ８.５９ｍ） 

 ２３５－４１７１３広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、船舶修理業者によるメンテナンス

を行う目的で、阪神港堺泉北区に向けて岡山県牛窓
うしまど

市所在のヨットハ

ーバーを出発した。 

 船長は、姫路市所在のヨットハーバー（以下「本件ヨットハーバ

ー」という。）に寄港することとし、姫路港東区を東進中、北方の陸

岸にヨットのマストのようなものが多数見えたので、本件ヨットハー

バーの入口に向けるつもりで左転した。 

 本船は、本件ヨットハーバー西方沖を約３ノットの対地速力で北東

進中、船長が、ヨットのマストのように見えていたものが陸岸の電柱

であることに気付いたものの、右舷方の海面に漁具が設置されていた

ので、同漁具と陸岸との間の水路を航行するつもりで北東進を続けて

いたところ、浅所に座洲した。 

 船長は、約１５年前に本件ヨットハーバーに入った経験が１回あっ

たものの、本件ヨットハーバー西方沖にある浅所の存在を知らなかっ

た。 

 本船は、本インシデント当時、ＧＰＳプロッターが故障していた。 

 本船の喫水は、船首尾共に約０.６ｍ、センターキール下端が約 

１.３ｍであった。 

 本船が座洲した浅所の水深は、０.８～０.９ｍであった。 

分析  本船は、姫路港東区を北東進中、船長が、本件ヨットハーバー西方

沖にある浅所の存在を知らなかったことから、右舷方の海面に設置さ



れていた漁具と陸岸との間の水路を航行するつもりで北東進を続け、

浅所に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、姫路港東区を北東進中、船長が、本件

ヨットハーバー西方沖にある浅所の存在を知らなかったため、右舷方

の海面に設置されていた漁具と陸岸との間の水路を航行するつもりで

北東進を続け、浅所に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行い、浅所から十分な距離を離

して航行すること。 

 ・ＧＰＳプロッターが故障した際は、速やかに修理することが望ま

しい。 

 


